
 
 

令和３年度第２回さいたま市がん対策推進協議会 

 

日時：令和４年１月２５日（火）      
     午後２時００分から午後３時００分まで 

開催方法：Zoom によるオンライン会議  
 

次  第 

 

１ 開  会 

 

２ 挨  拶 

 

３ 議  事 

（１）さいたま市がん対策推進計画の進行管理について 
① がん対策推進計画の進行及び取組の実施状況 
② がん教育出前講座の講師について 

 

 ４ 意見交換 

（１）コロナ禍における受診控えが、がんの早期発見、早期治療に与えた影響につ

いて 
（２）若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業の周知について 
（３）がん患者のアピアランスケアについて 

 

 ５ 報  告 

（１）令和３年度がん対策推進講演会について 
 

６ 閉  会 

 



 
 

さいたま市がん対策推進協議会委員名簿 

（令和 2 年 10 月 13 日から令和 4 年 10 月 12 日まで） 
 

                              令和 3 年 8 月 27 日現在 

 氏  名 所  属 

1 安藤
あんどう

 昭彦
あきひこ

 さいたま赤十字病院 院長 

2 遠藤
えんどう

 俊
しゅん

輔
すけ

 
自治医科大学附属さいたま医療センター  

センター長 

3 大竹
おおたけ

 忠
ただし

 市民公募委員 

4 金子
か ね こ

 久
ひさ

章
あき

 さいたま市歯科医師会 副会長 

5 窪地
く ぼ ち

 淳
きよし

 
さいたま市立病院 名誉院長 

経営戦略特命参与 

6 小坂
こ さ か

 春生
は る お

 市民公募委員 

7 小山
こ や ま

 紀
のり

枝
え

 
Çava!（サヴァ）～さいたま BEC～ 

（患者団体） 

8 登坂
と さ か

 英明
ひであき

 
さいたま市４医師会連絡協議会 議長 
一般社団法人 浦和医師会 会長 

9 野田
の だ

 政
まさ

充
みつ

 一般社団法人 さいたま市薬剤師会 副会長 

10 浜野
は ま の

 洋子
よ う こ

 さいたま商工会議所女性会 会長 

11 平川
ひらかわ

 俊
とし

功
こう

 
東京家政大学 人文学部  

心理カウンセリング学科 教授 

12 松田
ま つ だ

 久美子
く み こ

 公益社団法人 埼玉県看護協会 会長 

13 松本
まつもと

 桂一郎
けいいちろう

 さいたま労働基準監督署 署長 

14 三
み

塩
しお

 操
みさお

 
一般社団法人 

埼玉県訪問看護ステーション協会 会長 

15 横田
よ こ た

 治
はる

重
しげ

 埼玉県立がんセンター 病院長 

（五十音順、敬称略） 



役職 氏名

部長 星野　公男

副理事 今野　弘美

所長 西田　道弘

指導主事 鴨志田　祐子

課長 吉原　勝子

課長補佐兼係長 池田　玲子

課長 塚本　明宏

課長補佐兼係長 嶋田　理恵

主査 谷島　由香

主査 伴田　さち

主任 中村　恒太

地域保健支援課

健康増進課

教育委員会　健康教育課

令和３年度第2回さいたま市がん対策推進協議会
関係課職員名簿
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さいたま市がん対策推進協議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市がん対策の総合的かつ計画的な推進に関する条例（ 

 平成２６年さいたま市条例第４４号）第１５条第７項の規定に基づき、さいたま市

がん対策推進協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（会長） 

第２条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委

員がその職務を代理する。 

（会議） 

第３条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

５ 会長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて説明若しくは意

見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （会議の公開） 

第４条 協議会の会議は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数の同意を得た

ときは、公開しないことができる。 

（守秘義務） 

第５条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い 

 た後も、同様とする。 

 （庶務） 

第６条 協議会の庶務は、保健福祉局において処理する。 

平成２６年６月２０日 

さいたま市規則第１１５号 



 

 

 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協

議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



令和３年度がん対策推進計画の進行管理スケジュール 

（PDCA サイクルイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 各団体・各課 

取組を実施 

2～3 月 各団体・各課 

現年度の実績を元に 

来年度の予定を立案 

●取組事例シートを記入する 

 

7 月  第 1回がん対策推進協議会 

各団体・各課の現年度の取組予定 

について確認・検討 C 

C 

A 各団体・各課 

取組を改善 

1 月  第 2回がん対策推進協議会 

各団体・各課の現年度実績について 

確認・検討 

＝次年度より効果的に実施するための 

情報交換 

A 各団体・各課 

次年度取組を改善 

C 

令
和
３
年
７
月 

令
和
４
年
１
月 

令
和
３
年
２
月 

P 

資料１－１



※新型コロナウイルス感染拡大の影響により集合形式のイベントや

研修会等は中止や規模を縮小し実施したものが多数あった。

※●は令和2年度新規事業

8

7

1

2
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4
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さいたま市がん対策推進計画・進行管理概要

【成果】電話相談や個別相談を継続し、昨年度から相談件数が増加
した団体も見られた。相談では社会との繋がりへの不安について精
神的なサポートの必要性も認められた。
【課題・今後の方向性】各団体の成果の共有が重要である。

【成果】集合のイベント等での情報発信の機会は減ってしまった
が、掲示やインターネットを活用し情報提供を継続することができ
た。
【課題・今後の方向性】様々な事情を抱えた方に情報が行き渡るよ
う複数の方法を組み合わせ情報発信を行う必要がある。

基本理念 基本方針 目標 R2具体的取組・実績 取組の成果・課題・今後の方向性等

【成果】受動喫煙の防止と禁煙について、施設内全面禁煙の取組の
他、掲示、市報を利用した方法に加え教育現場や親子参加型の教室
での周知が行われ、大人だけでなく幅広い世代に情報発信がされ
た。
【課題・今後の方向性】がん教育推進の観点からも、今後も引き続
き子ども世代も対象とした取組みが求められる。

【成果】イベント等は規模を縮小したりオンラインを活用するな
ど、各団体とも取組の実施のため工夫を凝らした。オンラインの活
用についてはこれまで参加できなかった方が参加できるようになる
という新たな成果が得られた。
【課題・今後の方向性】オンラインの活用はハードの整備やＩＣＴ
に対する知識の習得といった課題があり、その対応が必要である。

分野別施策

がんに関する
正しい知識の普及

受動喫煙の防止と禁煙

相談支援体制の活用

情報提供の充実

●がん教育出前講座の実施、健康教室でがんについての講話を実施
・がん体験者対象の交流イベント実施（おしゃべり会、ミニ講話等）
・医療関係者対象の研修会・セミナーの開催
・市主催のイベント等や広報誌による周知

●がん教育出前講座の実施、健康教室でがんについての講話を実施
・禁煙外来の開設
・敷地内の分煙または全面禁煙（病院、事業所等）
・禁煙相談
・市主催のイベント等や広報誌、掲示による呼びかけ

働
く
世
代
へ
の

が
ん
対
策
の
充
実

が
ん
患
者
の
状
況
に

応
じ
た
支
援
体
制
の

充
実

市内事業所等との連携に
よるがん対策の充実

●がんゲノム医療　体制整備・実施
●コミュニケーションに特化した研修会の開催
・がん相談支援センターやがんサロンによる相談支援体制の充実
・市内のがん診療連携拠点病院（3病院）でのがん患者就労相談の実施
・コールセンターや相談ダイヤルの設置

●在宅医療支援薬局リストの改訂
・市民を対象にしたイベントや講演会の開催
・医療関係者に対する研修・勉強会の開催
・がん相談やがんサロンの開催
・啓発物の掲示・配布、ホームページ活用等による情報提供

がん検診の受診率の向上

が
ん
予
防
の
推
進

が
ん
の
早
期

発
見
の
推
進

が
ん
医
療
の
充
実
と

療
養
生
活
の
質
の
向
上

●がん教育出前講座の実施、健康教室でがんについての講話を実施
・人間ドックの利用費用補助
・郵送検診の実施
・未受診者への受診勧奨として啓発品の掲示・配布
・市主催のイベント等や広報誌、掲示による周知
・精密検査対象者への個別の精密検査受診勧奨

●在宅医療・介護連携に関する相談支援
・医療関係者を対象とした在宅医療研修会開催
・多職種間での情報共有

緩和ケアの充実

在宅医療の推進

市
民
が
互
い
に
支
え
合
い
、

が
ん
に
な
っ

て
も
安
心
し
て

暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
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ん
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進

が
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が
ん
患
者
等
の

支
援
の
充
実

がん検診の質の向上

【成果】前年度からの継続的な取組が実施されていたが、いずれの
検診も受診率は低下した。
【課題・今後の方向性】受診しやすい環境を整備するとともにがん
早期発見の重要性を唱え、受診を促す必要がある。部位により精密
検査受診率に差が見られるため、受診率の低いものをターゲットと
した指導・啓発活動の強化について検討の必要がある。

●がん患者のアピアランスケア支援
・医療関係者を対象とした緩和ケア研修会の開催
・緩和ケアチームの活動

【成果】病院や施設での面会制限により在宅療養を希望する患者も
おり、在宅医療の需要は継続して見られた。
【課題・今後の方向性】研修等の必要な取組が実施できるよう、オ
ンラインの活用など新たな実施方法の検討が必要である。

【成果】アピアランスケア支援を実施する団体が増えた。患者の声
からも緩和ケアについての市民の理解は深まってきている。
【課題・今後の方向性】コロナ禍においても医療従事者に向けた研
修会等を実施できる体制づくりが必要である。

・癌治療における薬薬連携体制の構築
・就労相談会の開催
・市ホームページに市内の就労相談窓口の情報をまとめた「がん患者さ
んの就労相談窓口一覧」を掲載

【成果】がん治療に関連する様々な職種の方が関わる「さいたま地
域連携Network」が構築され、今後のがん患者に対する連携推進に向
けた足がかりができた。社会保険労務士等の専門家による就労相談
は患者からも安心感が得られると好評である。
【課題・今後の方向性】患者のニーズに合わせ、関係する市内事業
所等との連携を推進させる必要がある。

令和３年度第１回がん対策推進協議会資料より

分野別施策の「がんに関する正し知識の普及」と「受動喫煙の防止と禁煙」については、『さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）』、『第３次さいたま市食育推進計画』と関連した
目標指標が設定されています。
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さいたま市がん対策推進計画目標指標 

令和３年度「さいたま市健康づくり及び食育についての調査」の概況 

 

 さいたま市がん対策推進計画の目標値は、さいたま市ヘルスプラン２１（第２次）や第３次さいたま

市食育推進計画と整合を図り設定しています。両計画と共通であり令和３年度「さいたま市健康づくり

及び食育についての調査」の対象とした目標指標の調査の概況は以下の通りです。 

 

がんに関する正しい知識の普及 

目標指標 対象 ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 

(H23 又は H24) 

目標値 令和 3 年度 

調査結果 

策定時からの 

改善状況 

毎日、三食野菜を食べ

ている人の割合 

16 歳未満 29.1% 増える 37.7%   

40～64 歳男性 21.7% 30%以上 18.8%   

40～64 歳女性 28.2% 30%以上 28.0%   

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が 1

日 2 回以上の日がほぼ毎日の人の割合 

56.5% 65% 58.5%   

生活習慣病のリスクを

高める量の飲酒をして

いる人の割合（1 日当

たりの純アルコール摂

取量 男性 60g 女性

20g） 

成人男性 4.9% 2.8%以下 7.1%   

成人女性 19.7% 6.4%以下 25.3%   

40 歳代男性 8.8% 4.6%以下 10.4%   

50 歳代男性 10.0% 5.8%以下 9.1%   

20～30 歳代女性 4.6% 0.2%以下 2.6%   

1 日 1 時間以上歩く人

の割合 

男性 34.0% 44% 34.0% → 

女性 29.0% 38% 26.1%   

運動習慣のある人の割

合（30 分、週 2 回以上

の運動を 1 年以上継続

している人） 

男性 31.0% 41% 33.9%   

女性 25.6% 35% 23.8%   

20～64 歳男性 21.8% 32% 29.7%   

20～64 歳女性 19.9% 30% 19.1%   

65 歳以上男性 38.1% 48% 30.4%   

65 歳以上女性 32.9% 43% 30.8%   
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受動喫煙の防止と禁煙 

目標指標 対象 ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ 

(H23 又は H24) 

目標値 令和 3 年度 

調査結果 

策定時からの 

改善状況 

受動喫煙の機会を有す

る人の割合 

行政機関 2.3% 0% 0.9%   

医療機関 1.2% 0% 0.6%   

職場 20.5% 受動喫煙のない

職場の実現 

12.7%   

家庭 17.6% 3% 14.0%   

飲食店 36.8% 15% 8.4%   

学校 2.7% 小学校・中学

校・高校は 0%

それ以外は受動

喫煙のない環境 

0.8%   

遊技場 11.5% 減らす 3.8%   

成人の喫煙率 成人男性 24.8% 18% 19.7%   

成人女性 9.3% 5% 6.4%   

未成年者の喫煙率 1.5% なくす 0.7%   

 



各団体取組シート

                    年度分令和　３　年度分

１　がんに関する正しい知識の普及

２　受動喫煙の防止と禁煙

３　がん検診の受診率の向上

４　がん検診の質の向上

５　在宅医療の推進

６　緩和ケアの充実

７　相談支援体制の活用

８　情報提供の充実

９　市内事業所等との連携によるがん対策の充実

新規

継続

若年がん患者ターミナルケア在宅療
養生活支援補助金の交付

新
規

なし 1 2 3 4 ⑤ 6 7 8 9
対象者：20～39歳の市在住末期がん患者
（18歳以上の小児慢性対象外を含む）
利用人数：４名（１２月末時点）

がん教育出前講座 継続 一部 ① ② ③ 4 5 6 7 8 9
対象者：市立小中学校の児童生徒、教員、保
護者
時期／回数：6～1月までに計6校で実施

がん対策推進講演会 継続 全部 ① 2 3 4 5 6 ⑦ ⑧ 9
対象者：市民
時期／回数：2月14日～3月13日にオンラ
インで配信

受動喫煙対策ポスターを作成し、市
内全ての指定喫煙場所に掲示

新
規

なし 1 ② 3 4 5 6 7 8 9
対象者：市内１３ヶ所の指定喫煙場所を利用
する市民
禁煙外来についての案内を掲載

市ホームページに医療用ウィッグ・
サポート店一覧を掲載

継続 全部 1 2 3 4 5 6 7 ⑧ 9
対象者：医療用ウィッグを必要とするがん患
者
サポート店は随時募集し、更新中

1 2 3 4 5 6 7 8 9
対象者：
時期／回数：
参加人数：

1 2 3 4 5 6 7 8 9
対象者：
時期／回数：
参加人数：

　取組の成果、感想など コロナ禍における対策及び今後の方向性

　新規事業として若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活
支援事業を7月から開始している。現時点の申請件数は４件
であるが、必要とする方が漏れなく速やかに申請できるよ
う、今後も制度の周知に努めたい。
　令和２年度からの継続事業である出前講座は、オンライン
を併用することで6校で開催できた。アンケート結果からは
正しい知識を得られたという声が多く聞かれ好評であった。
今後も多くの開催が望まれるため、依頼できる講師を増やす
必要がある。

　出前講座は、新型コロナウイルス感染状況を踏
まえ、一部オンラインを併用し開催した。
　講演会は、オンラインセミナーが社会的に浸透
し始めたことを踏まえて外出困難な方も参加でき
る利点を活かすためオンライン形式としている。
　今後も対象者や状況により開催方式を柔軟に検
討していきたい。

市民、教育関係者

　事業の対象者

団体名：健康増進課

　事業を展開する上で協働した課所、機関、団体

さいたま市４医師会、さいたま市歯科医師会、さいたま市立病院、さいたま赤十字病院、 ava! ～さいたまBEC
～、あけぼの会あけぼの埼玉、埼玉医科大学国際医療センター、埼玉県立がんセンター、環境薬事課、資源循環
政策課、健康教育課

　取組の内容
分野別施策

対象者、時期／回数、参加人数など
（該当する数字に○）

　事業名

　
分
野
別
施
策
（

参
考
）

①若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業
②がん教育出前講座　　　　　③がん対策推進講演会
④受動喫煙防止対策　　　　　⑤がんに関する情報提供

事業の目標

①在宅医療の推進による末期がん患者の療養生活の質の向上
②がんに関する正しい知識の普及によるがんの予防の推進
③⑤情報提供の充実によるがん患者の状況に応じた支援体制の充実
④受動喫煙の防止と禁煙によるがんの予防の推進

中止
ｵﾝ
ﾗｲﾝ

資料１－４



 
 

がん教育出前講座の講師について 

 

１ 事業概要 

(1) 対 象 者  市立各学校の児童・生徒、保護者、教員 

(2) 会  場  学校の教室、体育館、リモート開催等 

(3) 講  師  医師や看護師等の医療関係者、がん経験者 

(4) 実施回数  年間６回 

  

２ 開催実績 

【令和３年度】 

回 講師 参加者 参加人数 講座内容 

１ 医師 

さいたま市立 

病院 

小学校 

保護者 

教員 

58名 ・がんの仕組みと予防方法、治療方法について 

・身近な人や児童ががんに罹患した場合の接し方や対

応方法について 

・授業で児童に、がんについて伝える際の注意点につい

て 

２ 医師 

さいたま赤十字病院 

小学校 

児童 

保護者 

教員 

83名 ・がんの正しい知識（がんのしくみ、がんの原因など） 

・がんの予防について 

・『がんに罹患した方への接し方』を考える 

３ がん経験者 

 ava!～さいたまBEC

～ 

中学校 

生徒 

教員 

440名 ・講師の体験談 

・罹患者の気持ちや、身近な人が罹患した時、子ども

にはどのように過ごしてほしいかについて 

４ がん経験者 

 ava!～さいたまBEC

～ 

中学校 

生徒 

教員 

437名 

 

・がんの闘病の様子等、患者としての体験 

・自分の体を大切にするために今心掛けていること

や、現在生活していて考えること等 

・共に生きていくために、身近な人にはどのように対

応してほしいか。 

５ がん経験者 

あけぼの会あけぼの

埼玉 

中学校 

生徒 

保護者 

教員 

321名 

 

・罹患してから社会復帰されるまで感じたこと等、講

師の体験談 

・がんは決して治らない病気ではないことや命の大

切さについて 

６ 医師 

さいたま市立 

病院 

小学校 

教員 

26名 

 

・がんという病気やがんの仕組み、がんの原因や予防

等 

・がんの罹患率やがん予防のための生活習慣、がん患

者さんへの接し方について 

 

資料２－１



 
 

（参考）【令和２年度】 

回 講師 参加者 参加人数 講座内容 

１ がん経験者 

あけぼの会あけぼの

埼玉 

小学校 

保護者 

教員 

42名 ・がんに関する基本的な情報や検診などの予防方法 

・身近な人や児童ががんに罹患した場合の具体的な

行動、言葉掛けの仕方 

２ 看護師 

さいたま赤十字病院 

中学校 

生徒 

296名 ・がんに対する基礎知識 

・生涯にわたり健康に生活していくための心掛け 

・がんの予防について 

 

３ 参加者へのアンケート結果 

(1) 令和２年度及び令和３年度１１月までの5校のアンケート結果（累計） 

 

 

 

        

       

 

 

がんは怖い病気である 

講座を受ける前 

講座を受けた後 

講座を受ける前 

講座を受けた後 

がんは予防できる 



 
 

(2) 医師が講師の令和３年度２校のアンケート結果 

〇講座を受けて役に立った内容はありますか？（複数回答有） 

    

〇講座を受講した感想（一部抜粋） 

・がんはぜったいにならないと言う事はできないが、あまりかからないように予防は出来ると言う事、今

からでも予防はできるという事を知りました。 

・がんは怖いが、予防をすればふせげることがわかったから、今日学んだことを活用して予防していきた

い。 

・がんができる仕組みを知り、意外とすぐに、「がんになりそう」や、「けっこう身近だな」と感じた。 

 

(3) がん経験者が講師の令和２、３年度２校のアンケート結果 

〇講座を受けて役に立った内容はありますか？（複数回答有） 

    

〇講座を受講した感想（一部抜粋） 

・がん患者である前に１人の人間だという話がいちばん心に残りました。病気になったからといって今ま

でできていたことが急にできなくなるわけではないので、もし自分の身のまわりで病気になった人がいた

ときは、相手を１人の人とみて接したいと思いました。 

・体験してきたことが聞けたので、話がスッーと入ってきてとても良かった。 

・ 家族のサポートや家族が普段通りに接することで、当事者が変に緊張しなくてすむことを知った。し

っかりがん検診を受けることが大切だと改めて知った。 

  



 
 

４ 講師について 

 講師は、がん診療連携拠点病院や患者団体に講師派遣を依頼して作成した一覧から、学校

の希望（医師、看護師、がん経験者の３通り）に合わせて選定しております。 

令和３年度講師一覧 

職種 病院・団体名 

医師 ・さいたま赤十字病院（１名） 

・自治医科大学附属さいたま医療センター（２名） 

・さいたま市立病院（３名） 

看護師 ・さいたま赤十字病院（１名） 

がん経験者

（患者団体） 

・ ava!～さいたまBEC～（２名） 

・あけぼの会 あけぼの埼玉（１名） 

 

 今後は、申込を行った学校がどのようなことを伝えてほしいかという希望に、より合致させ

るため、講師の数を増やす、講師が講義できる講座内容を明確化する等、講師一覧を充実させ

ていく必要があると考えます。 

 つきましては、講師として本事業に参画いただける方を広く募るため、今後展開すべき施策

の内容について、審議会として幅広い御見識と多角的な視点から御審議いただきたく、諮問い

たします。 

 



がん教育出前講座実施要綱 

 

（目的） 

第１条 若い世代ががんに対する正しい知識や検診の重要性を学ぶことで、がんに対する関

心を高め、予防行動や将来のがん検診の受診を促すとともに、家庭内での波及効果が期待

できるため、市立各学校の児童・生徒を対象にしたがんに関する出前講座を実施する。 

 

（事業内容） 

第２条 がんは身近な病気だと認識してもらい、自分や身近な人ががんに罹っても対応でき

るように、第５条の講師ががんに関する基本的な知識や正しい情報を伝えるとともに、予

防や早期発見への呼びかけを行うもの。 

 

（対象者） 

第３条 対象者は、市立各学校の児童・生徒及びその保護者並びに教員等とする。 

 

（会場） 

第４条 会場は、市立各学校内とする。 

 

（講師） 

第５条 講師は、医師、医療従事者、がん経験者、その他がんに関する専門知識を有する者

とする。 

 

（費用負担） 

第６条 講師に係る費用（交通費を含む）を予算の範囲内において市が負担する。 

 

（事前協議） 

第７条 事業実施に当たり、講座の詳細については実施校と健康増進課の協議により決定す

る。 

 

 （アンケート調査の実施） 

第８条 出前講座開催後に、対象者へのアンケート調査を実施し、事業の改善を図る。 

 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は健康増進課が別に定める。 

 

  

資料２－２



 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 



コロナ禍における受診控えが、 

がんの早期発見、早期治療に与えた影響について 

 

１ 院内がん登録の推移 

「国立がん研究センターがん情報サービス 院内がん登録全国集計」における２０１６年～２０２０ 

年の院内がん登録数を当課でグラフ化。 
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さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業の 

周知について 

 

１ 本事業の利用申請状況について 

(1) 利用申請件数 

令和３年７月１日～令和３年１２月３１日の利用申請件数は以下の通りです。 

利用申請件数：４件 

利用申請の内、利用（予定）サービスの件数は以下の通りです。 

訪問介護 ０（０）件、訪問入浴介護 ０（０）件、 

福祉用具貸与 ２（４）件、福祉用具購入 ０（１）件 

意見書作成料※ ３（４）件 

※本事業では政令指定都市の実施する同様の事業において初めて、利用申請に添付する医師による意見書

の作成料も補助対象としています。 

 

平成２８年～令和元年において自宅で亡くなられた若年のがん患者の数と比較すると

現在の利用申請件数は概ね想定通りです。 

市内のがんによる年間死亡者数（人） 人口動態統計より 

 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 

２０～４０歳未満 

がん死亡者数 
２７ ２４ １８ １４ 

２０～４０歳未満 

在宅でのがん死亡者数 
３ ４ ３ ２ 

 

(2) 問合せ状況 

令和３年７月１日～令和３年１２月３１日の問合せ件数は以下の通りです。 

本人から   １件 （申請済１件） 

家族から   ４件 （申請済３件） 

医療機関から ２件 （申請済０件） 

問合せ内容：申請の方法、購入を予定している福祉用具が補助対象になるか等 

 

 

参考資料２



 
 

２ 本事業の周知について 

今後は、本事業の目的である「末期と診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期

まで自分らしく安心して日常生活を送れる」ために、本事業を知ることで在宅療養を新たな選

択肢として検討することができるよう、在宅療養を予定していない方にも本事業について周知

していくことが必要であると考えます。 

つきましては、末期と診断された若年のがん患者の方に本事業を広く周知するため、今後展

開すべき周知の方法等につきまして、御意見をお願いいたします。 

 

（参考）現在実施している周知方法について 

市民に向けて： 市ホームページ、市報への案内掲載。 

区役所等にチラシを配架等。 

医療機関に向けて： 市内のがん診療連携拠点病院・がん診療指定病院、埼玉県立

がんセンターのがん相談支援センターへ説明。 

市内医療機関等へチラシを配布。 

 



例１ 

例２ 

 

 

 さいたま市では、若年の末期がん患者の方が住み慣れた自宅で安心して自分らしい

生活が過ごせるよう在宅サービス利用料の一部を補助します。 

 

 

以下の要件の全てに該当する方が対象となります。 

●２０歳(※)以上４０歳未満のさいたま市民の方 

※小児慢性特定疾病医療給付制度の対象でない１８歳以上の方を含みます。 

●末期がん患者（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがな

い状態に至ったと判断された方）で、在宅療養生活への支援及び介護が必要な方 

●他の制度において同等の補助又は給付を受けることができない方 
 

 

 

●訪問介護 

・身体介護  ・生活援助  ・通院等乗降介助 

●訪問入浴介護 

●福祉用具の貸与 

・車いす（付属品含む） ・特殊寝台（付属品含む） ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 

・手すり（工事を伴わないもの） ・スロープ（工事を伴わないもの） ・歩行補助つえ 

・歩行器 ・移動用リフト（つり具部分を除く） ・自動排泄処理装置 

●福祉用具の購入 

・腰掛便座 ・自動排泄処理装置の交換可能部品 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 

・移動用リフトのつり具の部分 

  

 

 

対象サービス利用料、購入費の９割（１円未満切捨て、上限額は次のとおり） 

●訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与を合わせて 月額７２，０００円 

●福祉用具購入               １人あたり９０，０００円 

※このほか、申請に必要な意見書作成料を補助します。（上限額 ４，０００円） 

※まず利用者がサービス利用料等の全額を事業者に支払い、その後市が利用者へ補助金を支払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利用者】 
訪問介護等を 
１月７万円利用 

【利用者】 
自己負担額７千円 

【利用者】 
訪問介護等を 
１月９万円利用 

【さいたま市】 
サービス利用額の９割 

６万３千円を補助 

【さいたま市】 
補助上限額の 

７万２千円を補助 

【利用者】 
自己負担額１万８千円 

【申請の流れについては裏面へ】 

対象者 

対象サービス 

補助金額 



 

 

 

（１）利用申請 
以下を健康増進課へご提出ください（郵送可）。 

① さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用申請書（様式１） 

② 意見書（さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業）（様式２） 

※意見書作成料を請求する場合は、さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業交付

申請兼請求書（様式７）に領収書（原本）を添えてご提出ください。 

※この他、申請者と利用者の本人確認書類をご提示いただきます。 
 
 

（２）利用決定の通知 
申請内容を審査し利用を決定すると、市から決定通知書を郵送でお送りします。 
 
 

（３）サービスの利用 
利用決定後、サービス提供事業者等と契約を行い、利用を開始してください。 
 
 

（４）サービス利用料の支払い 
サービス提供事業者から請求された額の全額を支払い、領収書、明細書（サービスの

内容、利用回数、金額等が記載されたもの）を必ず発行してもらってください。 
 
 

（５）サービス利用料の請求 
以下を健康増進課へご提出ください（郵送可）。 

① さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業交付申請兼請求書（様式７） 

② サービス提供事業者等の領収書（原本） 

③ サービスの内容、利用回数、金額等が記載された明細書 

※４月から翌年３月のサービス利用料は同年度内（３月中）に請求してください。 

 請求が遅れる場合は、健康増進課まで事前にご相談ください。 
 
 

（６）請求者への支払い 
請求内容を審査し適当と認めた場合は、指定の口座に補助金を振り込みます。 

記入する書類は、さいたま市役所２階の健康増進課で配布しています。 

又、市ホームページからダウンロードすることもできます。 

（https://www.city.saitama.jp/002/001/017/001/p079977.html） 

【問い合わせ先】 
さいたま市 保健福祉局 保健部 健康増進課 
住 所：〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
ＴＥＬ：０４８－８２９－１２９４  ＦＡＸ：０４８－８２９－１９６７ 

申請の流れ 

このチラシは１，８００部作成し、１部あたりの印刷経費は１円です。 Ver1（2021.6.1） 



 

さいたま市若年がん患者ターミナルケアに係る 

在宅療養生活支援補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、末期と診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期ま

で自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅療養生活に要する経費の一部を

予算の範囲内で補助金を交付することにより、患者及びその家族の経済的負担の軽

減を図ることを目的とする。 

２ 補助金の交付については、さいたま市補助金等交付規則（平成１３年５月１日さ

いたま市規則第５９号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（支援事業） 

第２条 前条第１項の目的を達成するため、次条に規定する補助対象者に第４条に規

定する補助対象経費の一部を補助するさいたま市若年がん患者ターミナルケア在

宅療養生活支援事業（以下「支援事業」という。）を実施する。 

 

（補助対象者） 

第３条 支援事業を利用できる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者（以

下「対象者」という。）とする。 

  さいたま市内に在住し、住民基本台帳に記録されている者 

  ２０歳以上４０歳未満の者（小児慢性特定疾病医療給付制度の対象でない１８

歳以上の者を含む。） 

  がん患者（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがな

い状態に至ったと判断したものに限る。） 

  在宅療養生活への支援及び介護が必要な者 

  他の制度において同等の補助又は給付を受けることができない者 

 

（補助対象経費） 

第４条 支援事業の補助対象経費（以下「補助対象経費」という。）は、訪問介護（身

体介護、生活援助及び通院等乗降介助）及び訪問入浴介護の各サービス並びに福

祉用具貸与及び福祉用具購入（以下「サービス等」という。）に要する経費とす

る。 

なお、福祉用具の種類については別表に掲げるとおりとする。 

 

（補助金の申請） 

第５条 支援事業を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、サービス等の



 

利用を開始する日の前までに、さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生

活支援事業利用申請書（様式第１号）（以下「申請書」という。）に、さいたま市若

年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業意見書（様式第２号）（以下「意見

書」という。）を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、意見書は、申請

書提出後１箇月以内まで提出することができるものとする。 

２ 利用者は、申請書内で支援事業に係る一切の手続きを民法第６４３条に基づき委

任することができ、受任者は同法第６５３条第１項第１号の規定に関わらず、支援

事業に係る手続きを委任されているものとする。 

３ 利用者死亡時に受任者が指定されていない場合、利用者死亡の時点を持って支援

事業に係る手続きは行えないものとする。 

 

（決定及び通知） 

第６条 市長は、前条第１項の規定により申請書及び意見書を受理したときは、速や

かに利用の可否を決定し、さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支

援事業利用決定（却下）通知書（様式第３号）により利用者に通知するものとす

る。 

 

（意見書作成料の請求） 

第７条 医師による意見書の作成に際し発生した料金については、さいたま市若年がん

患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業補助金交付申請兼請求書（様式第７号）に

より請求することができ、上限額は４千円とする。ただし、支援事業の利用が却下さ

れた場合は、請求者の全額自費とする。 

２ 市長は、意見書作成料の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる

場合には、さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業補助金交

付通知書（決定及び確定・却下）（様式第８号）により請求者に通知するものとす

る。 

３ 意見書作成料の請求を行う利用者は、利用決定通知日の属する年度の末日までに

請求しなければならない。 

 

（医師の意見の聴取） 

第８条 市長は、必要と認める場合には、第６条の規定により支援事業の利用が決定

した者（以下「利用決定者」という。）について、医師の意見を求めることができ

る。 

 

（変更又は廃止の届出義務） 

第９条 利用決定者は、支援事業の利用期間中において、次の各号のいずれかに該当



 

したときは、さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用変

更（廃止）申請書（様式第４号）により、速やかにその旨を市長に届けなければな

らない。 

  住所等申請内容に変更が生じたとき 

  支援事業を利用する必要がなくなったとき 

  第３条各号に定める対象者に該当しなくなったとき 

 

（変更又は廃止の決定及び通知） 

第１０条 市長は、前条の規定による変更（廃止）申請書を受理したときは、速やか

に変更又は廃止の可否を決定し、さいたま市若年がん患者ターミナルケア在宅療養

生活支援事業利用変更（廃止）決定（却下）通知書（様式第５号）により利用決定

者に通知するものとする。 

２ 市長は、利用決定者からの届出なくして前条第１項第１号から第３号までのいず

れかに該当したことを把握した場合は、その事由が発生した日に遡り変更（廃止）

することができる。 

 

（利用の取消又は中止） 

第１１条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利

用を取消又は中止することができる。 

  疾病等により在宅療養の継続が困難であると認められるとき 

  市長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき 

２ 市長は、前項の取消又は中止をしたときは、さいたま市若年がん患者ターミナル

ケア在宅療養生活支援事業利用取消（中止）通知書（様式第６号）により、利用決

定者に通知するものとする。 

 

（補助金の額） 

第１２条 市長は、第４条に掲げる補助対象経費の１００分の９０に相当する額を補

助するものとする。なお、１００分の９０に相当する額に１円未満の端数があると

きは、これを切り捨てるものとする。ただし、利用者が生活保護受給世帯の場合に

あっては、１００分の１００に相当する額を補助するものとする。 

２ 前項の補助対象経費の上限額は、訪問介護、訪問入浴介護及び福祉用具貸与を合

わせて 1 人当たり１月８万円とする。また、福祉用具購入については１人当たり 

１０万円とする。 

 

（サービス等提供事業者への依頼） 

第１３条 利用者等は、第４条に掲げる補助対象経費に係るサービス等を自ら提供す



 

る事業者へ直接依頼するものとする。 

 

（利用料の請求、支払及び期限） 

第１４条 利用者は、補助対象経費のうち、自己負担分を除いた金額をさいたま市若

年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業補助金交付申請兼請求書（様式第

７号）に月単位で記載し、領収書を添えて、市長に請求するものとする。ただし、

請求は月単位又は一定期間分をまとめて行うことができる。 

２ 市長は、利用料の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に

金額を通知し補助金を支払うものとする。なお、交付決定の通知はさいたま市若年

がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業補助金交付通知書（決定及び確定・

却下）（様式第８号）により請求者に通知するものとする。 

３ 同条第１項の規定による請求は、サービスを利用した日の属する年度の末日まで

に行わなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は、虚偽の申込、申請その他不正な手段により、補助金の交付を受け

た者があるときは、その者に対し、交付した補助金の全部又は一部を返還させるこ

とができる。 

 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、令和３年７月１日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

（初年度における申請期間の特例） 

２ 令和３年４月１日から令和３年９月３０日までの期間に利用開始した場合は、第

５条第１項の規定にかかわらず、令和３年１０月３１日まで申請書の提出を受け付

ける。 

 

 

  



 

 

別表（第４条関係） 

福祉用具貸与項目 

番号 種 目 機能又は構造等 

１ 車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。 

２ 車いす付属品 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに

限る。 

３ 特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次に

掲げる機能のいずれかを有するもの。 

（１）背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 

（２）床板の高さが無段階に調整できる機能 

４ 特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるもの

に限る。 

５ 床ずれ防止用具 次のいずれかに該当するものに限る。 

（１）送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 

（２）水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット 

６ 体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容

易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするもの

を除く。 

７ 手すり 取付けに際し工事を伴わないものに限る。 

８ スロープ 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 

９ 歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するも

のであって、次のいずれかに該当するものに限る。 

（１）車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの 

（２）四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの 

１０ 歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラット

ホームクラッチ及び多点杖に限る。 

１１ 移動用リフト（つり

具の部分を除く。） 

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支え

る構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の

移動を補助する機能を有するもの（取付けに住宅の改修を伴うものを除

く。）。 

１２ 自動排泄処理装置 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分

を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はそ

の介護を行う者が容易に使用できるもの（交換可能部品（レシーバー、チュ

ーブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等

又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。）を除く。）。 



 

 

別表（第４条関係） 

福祉用具購入項目 

番号 種 目 機能又は構造等 

１ 腰掛便座 次のいずれかに該当するものに限る。 

（１）和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの 

（２）洋式便器の上に置いて高さを補うもの 

（３）電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を

有しているもの 

（４）便座、バケツ等からなり、移動可能である便器（居室において利用可

能であるものに限る。） 

２ 自動排泄処理装置の

交換可能部品 

自動排泄処理装置の交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等）のう

ち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者

が容易に交換できるもの。 

３ 入浴補助用具 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であ

って次のいずれかに該当するものに限る。 

（１）入浴用椅子 

（２）浴槽用手すり 

（３）浴槽内椅子 

（４）入浴台（浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのた

めのもの。） 

（５）浴室内すのこ 

（６）浴槽内すのこ 

（７）入浴用介助ベルト 

４ 簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水

のために工事を伴わないもの。 

５ 移動用リフトのつり

具の部分 

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

がん患者のアピアランスケアについて 

 

 

１ これまでのさいたま市の取組 

 本市では、アピアランスケアについて、他自治体への調査や国立がん研究センター中央病院

内のアピアランス支援センターの視察などにより情報収集を進め、本協議会で御意見を伺いな

がら、支援の在り方を検討してまいりました。その中で、まずはアピアランスに関する情報の

提供や周知を求める御意見が多くあったことを踏まえまして、以下の取組を行っております。 

(1) 医療用ウィッグ・サポート店一覧 

医療用ウィッグの販売や、メンテナンス等が行える理美容室の情報を掲載した「医療

用ウィッグ・サポート店一覧」を作成し、平成３０年１２月から市ホームページに掲載。

サポート店は随時募集しており、理美容室からの申請を元に更新。 

令和３年１２月末時点の掲載件数：１８件 

アクセス件数： 

平成３０年１２月３日（公開）～平成３１年３月３１日  １４０件 

令和３１年４月１日～令和２年３月３１日        ８５６件 

令和２年４月１日～令和３年 ３月３１日        ８８５件 

令和３年４月１日～令和３年１２月３１日      １，１０７件 

 

(2) 講演会 

 がん治療におけるアピアランスケアの現状について、医療関係者と美容師を対象とし

た講演会を開催。 

実施日時：令和元年11月 11日（月）19：00～21：00 

会場：浦和コミュニティセンター  

参加人数：２７名 

 

２ 今後のさいたま市の取組について 

今後も他自治体や医療機関等へのヒアリングを継続し情報収集に努めてまいります。アピア

ランスケアへの取組としては、現在行っている医療用ウィッグ・サポート店一覧の充実と周知
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を引き続き行ってまいりますが、この他本市として取り組むべき御支援の在り方につきまして、

御意見をお願いいたします。 






